
吸収合併に係る事後開示書面

（会社法第 801 条第 1 項及び会社法施行規則第 200 条に定める書面） 

2025 年 11 月 4 日 

昭和パックス株式会社
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2025 年 11 月 4 日 

 

      東京都新宿区市谷本村町 2 番 12 号 

      昭和パックス株式会社 

       代表取締役社長 小野寺 香 一 

 

吸収合併に係る事後開示書面 

 

 当社は、2025 年 7 月 25 日付で昭友商事株式会社（以下「昭友商事」といいます。）との

間で締結した吸収合併契約に基づき、2025 年 11 月 1 日を効力発生日として、当社を吸収合

併存続会社、昭友商事を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本吸収合併」といいます。）

を行いました。本吸収合併に関し、会社法第 801 条第 1 項及び会社法施行規則第 200 条に

定められた事項は、下記のとおりです。 

 

記 

 

1. 本吸収合併が効力を生じた日（会社法施行規則第 200 条第 1 号） 

  2025 年 11 月 1 日 

 

2. 吸収合併消滅会社における法定手続の経過に関する事項（会社法施行規則第 200 条第

2 号） 

 

(1) 差止請求権に係る手続の経過（会社法第 784 条の 2） 

   昭友商事は、当社の完全子会社であったため、該当事項はありません。 

 

(2) 反対株主の株式買取請求権に係る手続の経過（会社法第 785 条） 

   昭友商事は、当社の完全子会社であったため、該当事項はありません。 

 

(3) 新株予約権買取請求権に係る手続の経過（会社法第 787 条） 

   昭友商事は、新株予約権を発行していなかったため、該当事項はありません。 

 

(4) 債権者の異議申述手続の経過（会社法第 789 条） 

   昭友商事は、会社法第 789 条の規定に従い、2025 年 8 月 1 日付の官報により、債権

者に対して本吸収合併に対する異議申述の公告を行うと共に、同日、知れている債権者

に各別に催告いたしましたが、申述期限までに異議を申し出た債権者はおりませんで

した。 
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3. 吸収合併存続会社における法定手続の経過に関する事項（会社法施行規則第 200 条第

3 号） 

 

(1) 差止請求権に係る手続の経過（会社法第 796 条の 2） 

   会社法第 796 条の 2 の規定に基づく差止請求を行った株主はおりませんでした。 

 

(2) 反対株主の株式買取請求権に係る手続の経過（会社法第 797 条） 

   当社は、会社法第 797 条の規定に従い、2025 年 8 月 1 日付の電子公告により、所定

の事項を公告いたしました。 

   なお、本吸収合併は、会社法第 796 条第 2 項本文に該当し、反対株主の株式買取請求

権を行使することができる当社の株主はおりません。 

 

(3) 債権者の異議申述手続の経過（会社法第 799 条） 

   当社は、会社法第 799 条の規定に従い、2025 年 8 月 1 日付の官報及び電子公告によ

り、債権者に対して本吸収合併に対する異議申述の公告を行いましたが、申述期限まで

に異議を申し出た債権者はおりませんでした。 

 

4. 本吸収合併により当社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項

（会社法施行規則第 200 条第 4 号） 

  当社は、効力発生日である 2025 年 11 月 1 日をもって、昭友商事の資産、負債その他の

権利義務の一切を承継いたしました。 

 

5. 会社法第 782 条第 1 項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面に記載された

事項（会社法施行規則第 200 条第 5 号） 

  別紙のとおり 

 

6. 会社法第 921 条の変更の登記をした日（会社法施行規則第 200 条第 6 号） 

  2025 年 11 月 14 日（予定） 

 

7. 上記のほか本吸収合併に関する重要な事項（会社法施行規則第 200 条第 7 号） 

  該当事項はありません。 

以上 

 



別紙 
 

 

 

吸収合併に係る事前開示書面 
（会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 182 条に定める書面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年 8 月 1 日 

 

昭友商事株式会社 

  



 
 

2025 年 8 月 1 日 

 

      東京都新宿区市谷本村町 2 番 12 号 

      昭和パックス株式会社内 

      昭友商事株式会社 

       代表取締役 福 田 陽 一 

 

吸収合併に係る事前開示書面 

 

 当社は、2025 年 7 月 25 日付で昭和パックス株式会社（以下「昭和パックス」といいま

す。）との間で締結した吸収合併契約に基づき、2025 年 11 月 1 日を効力発生日として、当

社を吸収合併消滅会社、昭和パックスを吸収合併存続会社とする吸収合併（以下「本吸収合

併」といいます。）を行うことといたしました。本吸収合併に関し、会社法第 782 条第 1 項

及び会社法施行規則第 182 条に定められた事項は、下記のとおりです。 

 

記 

 

1. 吸収合併契約の内容（会社法第 782 条第 1 項） 

  2025 年 7 月 25 日付で昭和パックスとの間で締結した吸収合併契約の内容は、別紙 1 の

とおりです。 

 

2. 合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 182 条第 1 項第 1 号、第 3 項） 

  当社は昭和パックスの完全子会社であるため、昭和パックスは、本吸収合併に際して株

式その他の金銭等の交付を行いません。 

 

3. 新株予約権の対価の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 182 条第 1 項第 3

号、第 5 項） 

  該当事項はありません。 

 

4. 吸収合併存続会社の計算書類等に関する事項（会社法施行規則第 182 条第 1 項第 4 号） 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容（会社法施行規則第 182 条第 6 項第 1 号イ） 

   昭和パックスの最終事業年度に係る計算書類等は、別紙 2 のとおりです。 

 

(2) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 182 条第 6 項第 1

号ハ） 



 
 

   該当事項はありません。 

 

5. 吸収合併消滅会社において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（会

社法施行規則第 182 条第 1 項第 4 号、第 6 項第 2 号イ） 

  該当事項はありません。 

 

6. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関

する事項（会社法施行規則第 182 条第 1 項第 5 号） 

  本吸収合併の効力発生日以後の昭和パックスの資産の額は、負債の額を十分に上回る

ことが見込まれます。また、本吸収合併の効力発生日以後の昭和パックスの収益状況及び

キャッシュフローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のとこ

ろ予測されておりません。したがって、本吸収合併の効力発生日以後における昭和パック

スの債務について、履行の見込みがあるものと判断いたします。 

 

以上 
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別紙 1 吸収合併契約書 

吸収合併契約書 
 

 昭和パックス株式会社（以下「甲」という。）及び昭友商事株式会社（以下「乙」という。）

は、次のとおり吸収合併契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（合併の形式） 

第1条 甲及び乙は、本契約に定めるところに従い、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併

消滅会社として吸収合併（以下「本合併」という。）を実施する。 

 

（商号及び住所） 

第2条 甲及び乙の商号及び住所は、次の各号に掲げるとおりである。 

 （１）甲  吸収合併存続会社 

 商号 昭和パックス株式会社 

 住所 東京都新宿区市谷本村町 2 番 12 号 

 （２）乙  吸収合併消滅会社 

 商号 昭友商事株式会社 

 住所 東京都新宿区市谷本村町 2 番 12 号昭和パックス株式会社内 

 

（無対価合併） 

第3条 甲は、本合併に際して、乙の株主に対し、その有する株式に代わる金銭等を交付し

ない。 

 

（効力発生日） 

第4条 本合併が効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2025 年 11 月 1 日と

する。ただし、本合併手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲及び乙

が協議のうえ、これを合意により変更することができる。 

 

（合併承認株主総会等） 

第5条 甲は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、乙は、会社法第 784 条第 1 項の規定

に基づき、株主総会の決議による本契約の承認を受けることなく、本合併を行う。 

 

（会社財産の引継ぎ） 

第6条 乙は、2024 年 10 月 31 日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、こ

れに効力発生日に至るまでの増減を加除した一切の資産、負債及び権利義務を効力発

生日に甲に引き継ぎ、甲はこれを承継する。 
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（会社財産の善管注意義務） 

第7条 甲及び乙は、本契約締結の日から効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注意を

もってそれぞれの業務を執行するとともに、資産及び負債を管理し、その資産、負債及

び権利義務に重大な影響を及ぼす行為をする場合には、あらかじめ相手方の同意を得

なければならない。ただし、本契約に別段の定めのある場合を除く。 

 

（剰余金の配当） 

第8条 甲及び乙は、効力発生日までの間に、各自、総額１億円を上限として、剰余金の配

当を行うことができる。 

 

（合併条件の変更又は解除） 

第9条 本契約締結の日から効力発生日に至るまでの間において、以下の各号に定める事

由が生じたときは、甲及び乙は、速やかに協議、合意のうえで、本合併の条件を変更し、

又は本契約を解除することができる。 

  （１）天災地変その他の事由により、甲又は乙のいずれかの資産状態又は経営状態に重

大な変動が生じたとき。 

  （２）本合併の実行に重大な支障となる事態が生じたとき。 

 

（協議事項） 

第10条 本合併に関して、本契約に定めのない事項又は本契約の解釈上の疑義については、

甲及び乙が誠実に協議して解決に努める。 

以上 

 

 本契約の成立を証するため、契約書 1 通を作成し、甲及び乙記名押印のうえ、甲は原本

を、乙は写しを、それぞれ保有する。 

 

2025 年 7 月 25 日 

 

    甲 東京都新宿区市谷本村町 2 番 12 号 

     昭和パックス株式会社 

     代表取締役社長 小野寺 香一 

 

    乙 東京都新宿区市谷本村町 2 番 12 号 

昭和パックス株式会社内 

     昭友商事株式会社 

     代表取締役社長 福田 陽一 



別紙2 昭和パックスの最終事業年度に係る計算書類等

（添付書類）

事業報告（2024年4月1 日から2025年3月31日まで）

＂企業集団の現況に関する事項

(1)事業の経過および成果

当連結会計年度（2024年4月 1 日～2025年3月31日） のわが国経済は、 賃上げによる個人消費の増加が内需を

押し上げると期待されましたが、 海外経済減速や物価高が重石となり伸び悩みました。また、 鉱工業生産 の基調判断

については 7月以降「一進一退」に据え置かれ、 また米国 の関税政策などで先行き の不透明感が払拭できない状況で

す。

このような状況 の中で当社グルー プの連結売上高は23,316百万円で前期比1,664百万円の増収でした。損益では

営業利益1,377百万円（前期比356百万円の増益）、 経常利益1,626百万円（同377百万円の増益）、 親会社株主に

帰属する当期純利益1,320百万円（同357百万円の増益）となりました。売上数量が伸び悩む状況が続きましたが、
一方で製品価格改定による採算の良化や原価抑制に努めた結果、 親会社株主に帰属する当期純利益は増益となりまし

た。

当社単独では売上高17,344百万円（前期比851百万円の増収）、 営業利益560百万円（同45百万円の減益）、 経

常利益881百万円（同45百万円の減益）、 当期純利益800百万円（同79百万円の増益）でした。売上数量が伸び悩

みましたが製品価格改定より売上高は増収、 一方で賃上げ、 投資設備完成による減価償却費およびメンテナンス費用

などの負担が増加して経常利益は減益となりました。当期純利益は投資有価証券売却益により増益となりました。

連結子会社 の概況は次のと おりです。

タイ昭和パックス（樹は会計期間が 1 ~12月です。主要取引先の増産などの影響で売上数量は増加し、 現地通貨と

円貨で増収増益となりました。九州紙エ（掬は売上数量が増加して増収増益となりました。（掬ネスコは主要顧客と の取

引が好調で増収、 追加 の与信費用が負担となりましたが増益となりました。 山陰製袋工業（樹、 山陰パック侑）の2社は

会計期間が1 ~12月です。 山陰製袋工業（樹は売上数量が増加して増益となりました。
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